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施策をとりまく環境

伊達市の農業は、野菜を中心とする畑作、酪農を主
に都市近郊型農業として経営されてきましたが、一連
の農政改革、国際化の中で担い手の高齢化や離農が進
み大きな岐路に立たされています。このことから新た
な経営感覚のもと「食」を基軸とした第六次産業化※

を進めるなど総合的な対応が求められています。

施策の目標

伊達市産業の基幹であり食糧の生産を担う農業が、
時代を担う産業として継続できるよう、異業種との連
携による販路の拡大や生産基盤、生産環境の整備を進
め、経営の安定を図ろうとするものです。

「食」をテーマとした農畜産業の振興

●基本事業の内容

クリーン農業の普及を図り安全で安心な農畜産物の
ブランド化を推進するとともに、地域と連携した地産
地消の取組により販路の拡大を図ります。また、直
販・加工施設の整備による農畜産物のＰＲや大規模ハ
ウス団地の整備による就労機会の確保と通年栽培をめ
ざします。

担い手の育成・確保

●基本事業の内容

担い手不足が深刻化し、農地の有効利用に支障が出
ていることから、新規就農者及び後継者の確保と経営
体としての法人化を積極的に推進するとともに、高齢
農業者の技術及び能力が活用できるよう必要な対策を
進めます。

農業生産基盤の整備

●基本事業の内容

農業者の意識改革をはじめ、生産性の向上を推進す
るために優良農地の確保、利用調整活動の強化による
円滑な農地の利用集積、農業生産基盤施設の総合的な
維持管理に努めるとともに、新エネルギーの導入を図
るなど生産基盤の整備を進めます。

環境に配慮した農業の推進

●基本事業の内容

クリーン農業の普及と土壌中の残存栄養分軽減型農
業※の促進を図り、堆肥舎、尿溜の整備、堆肥センタ
ーの利用を高め、資源循環型農業を推進します。また、
農業用廃プラスチックについては、リサイクルを基本
とした適正処理を推進し、ハウス暖房用燃料には地球
環境にやさしい木質ペレットの普及拡大を図ります。

高齢化に対応した農作物の振興

●基本事業の内容

農業者の高齢化に伴う高収益、軽量、永年性作物で
あるアロニア※やグリーンアスパラガス等の普及推進
を図ります。

s重点「食」基本事業 010101

基本事業 010102
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地域産業の中軸を担う農業環境の整備施策 0101

基本事業 010103

基本事業 010104

基本事業 010105



27

01
政策

………産業

施策をとりまく環境

森林面積は伊達市域面積の72％を占めていますが、
森林に対する国民の要請は木材生産から公益的機能に
移行しつつ多様化しています。森林の有する多面的機
能の持続的発揮と林業の持続的発展及び林産物利用の
促進を基本理念とし、森林の公益的機能の高度発揮を
目的とした地域林業の確保が求められています。

施策の目標

森林資源の維持増強を図るため、森林整備活動の支
援、民有林経営の振興に向けた森林組合の育成強化、
森林伐採後の新植事業の指導強化、森林情報等ネット
ワークの構築などを進め、森林所有者・森林組合・行
政間の連携を深めます。

林業の振興

●基本事業の内容

計画的な森林整備の啓発普及及び支援、森林組合の
育成強化、森林の維持管理に関する林道等の整備補修、
植林事業の指導強化、森林景観の保全、森林情報ネッ
トワークの構築等を推進します。

森林の持つ多面的機能の維持増進

●基本事業の内容

地球温暖化の抑制、国土や生態系の保全、水源の涵
養など森林が持つ公益的機能の維持・増進のため、市
民や企業との協働のもと、地域の自主性・裁量性を活
かしながら森林整備の推進を図ります。

基本事業 010201

s重点「環境」基本事業 010202
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健全な林業の振興施策 0102

［P26］
●第六次産業化

第一次産業×第二次産業×第三次産業のことで、それぞれの産
業が一体となって、総合産業（第六次産業）として発展することを
めざし、その際、どれか欠けると０（ゼロ）になってしまうため、いず
れも欠かせないという、産業間連携のあり方を示します。
●残存栄養分軽減型農業

硝酸態チッソ等の地下水汚染を防止するため、土壌分析に基づき
作物が必要とする養分（肥料）だけを施肥し、土壌中の養分蓄積を
押さえる農業。既に蓄積が進んでいる土壌については、緑肥作物
等による養分の収奪や減肥を行います。
●アロニア

薔薇科に属するアメリカ原産の植物で、ロシアでは黒い実のナナカ
マドと呼ばれ、古くからジャムやジュース、果実酒として利用されてい
る果樹です。酸味に甘さが加わった豊かな風味が特徴で健康によ
いといわれるポリフェノールが豊富で、ポリフェノールの一種アントシ
アニンをブルーベリーの２倍、ブドウの約１.５倍含んでいる機能性
食品として注目を集めています。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

水産資源の維持・増大を図るため、新たな栽培魚種
の導入や資源の適正な管理を進め、つくり育てる漁業
のより一層積極的な推進が必要です。また、消費者の
食の安全安心を求める地産地消の取組に対応するた
め、都市部との交流を深め、水産物の消費及び販路の
拡大を図る必要があります。

施策の目標

漁業の安定を図るためには、減少している資源の維
持と増大が第一で、そのためには計画的な生産額が確
保できる栽培漁業を中核として推進し、これらを取り
巻く生産基盤、施設近代化、後継者、消費・販売の環
境を整備していきます。

安定した漁業の確立

●基本事業の内容

ホタテ、マツカワ、ナマコなどの増養殖等栽培漁業
への支援、漁業権行使規則※・漁獲規制等の遵守促進、
豊かな海を育てる森づくり、ヒトデの駆除等による、
水産資源の維持と増大を図ります。

漁業生産基盤の整備

●基本事業の内容

生産施設整備に合わせた既存漁港の機能高度化、ウ
ニ、ナマコ等の増殖漁場、共同作業所などの漁業関連
施設の整備を促進します。

漁業経営の強化

●基本事業の内容

効率的な漁業経営を確立するため、協業化や法人化
の促進、漁労作業の効率化や生産コストの削減のため
漁船や装備・機器等の近代化、担い手の育成、新規就
業者の確保などを図ります。

水産物の消費と販路の拡大

●基本事業の内容

産地直売イベントへの参加、地場有力水産物の地域
ブランド化の推進、地産地消運動への参画等により、
消費者と顔の見える関係あるいは消費者により継続し
て支持され購入される関係を築き、消費と販路の拡大
に努めます。

漁村地域の活性化

●基本事業の内容

交流広場、フィッシャリーナ施設※の環境整備及び
利用促進、海のかあちゃん朝市への支援などにより、
漁村地域の活性化を図ります。

基本事業 010301

基本事業 010303

s重点「食」基本事業 010304

基本事業 010305

基本事業 010302
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安定した漁業の確立施策 0103

基本事業 010303

●漁業権行使規則

漁業権（一定の水面において営む漁業で都道府県知事の免許を
必要とするもの）の行使にあたり、漁業を営む者の資格、漁業の方
法などを定めたものです。
●フィッシャリーナ施設

漁港区域内の遊漁船等（プレジャーボート）を漁船と分離して収容
するための施設とその利用者のためのサービスや安全施設などを
兼ね備えた漁港区域内の施設の総称（フィッシュ［魚］とアリーナ
［劇場］を組合わせた造語）です。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

中心市街地を取り巻く厳しい環境の変化に伴い、コ
ミュニティの中の商店街としての機能も薄れ、商業機
能は一層低下しています。中心市街地本来の生活空間
としての機能回復や、消費者ニーズに対応したサービ
スの向上、経営者・従業員の意識改革、経営の近代
化・合理化など、将来を見据えた商業の振興が求めら
れています。

施策の目標

都市機能の集積や市民・消費者ニーズに対応した
「暮らしやすい中心市街地」を創出するため、都市基
盤※の整備とともに、住環境と住民満足度を高める生
活支援サービス等を一体で提供する「まちなか居住※」
を展開する一方、商業機能を維持強化する活性化事業
を促進します。

中心市街地の活性化

●基本事業の内容

伊達駅前商店街近代化整備事業、ライフモビリティ※

連携やタウンモビリティ※を包含する生活支援サービ
ス事業並びに空き店舗活用事業などによる商業等の活
性化事業を促進します。

経営の近代化

●基本事業の内容

商業を取り巻く社会・経済情勢の著しい変化に対応
すべく、商工会議所・商工会や金融機関など関係機関
との連携により、経営の合理化、人材の育成、融資制
度等の充実を図り、地場企業の経営の近代化を促進し
ます。

基本事業 010401

基本事業 010402
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生活者のニーズに応える商業施策 0104

●都市基盤

適正な都市化を促進するために必要な道路、公園、下水道等の
公共施設の総称です。
●まちなか居住

公益施設や都市機能が集積し、それらの利便性を日常的に享受
できる市街地（まちなか）での居住を言います。歩いて行ける範囲に
各種施設や商店、交通拠点があるため便利な生活を送ることがで
きます。人 が々ふれあう機会も増えることで多様なコミュニケーション
が生まれ、暮らしの支えあいが可能になります。
●ライフモビリティ

あらかじめ登録を行った会員が電話などで予約を行うことで、自由
にまちなかの移動ができるという予約制、乗合制の地域交通シス
テムを指し、伊達市の場合は、愛のりタクシーがこれにあたります。
●タウンモビリティ

バスやライフモビリティ（会員制乗合タクシー）を利用して中心市
街地を訪れる高齢者等に、商店街などに用意した電動スクーター
等を貸し出すことによって、買い物や病院等の利用の際の「まち
なか移動」を容易にするサービスです。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

景気変動に対応できる市内企業へ育成を図るため、
室蘭テクノセンターを活用した異業種間相互交流を進
めています。地場企業育成のためには、退職金制度の
普及や職業能力開発など人材育成も必要です。一方、
整備の進んだ伊達市の工業団地への企業誘致活動も求
められています。

施策の目標

企業間における情報・技術など広範囲な交流を促進
し、地域資源を活用した新製品や消費者ニーズの多様
化に対応した製品のブランド化などの研究開発や販路
拡大に努めるとともに、工業団地への新規企業立地に
向けた誘致活動を促進します。

中小企業の経営基盤の強化

●基本事業の内容

主たる地場産業である食料品製造業をはじめとする
既存企業の成長に向けて、商工会議所・商工会との連
携による経営の安定化・近代化、室蘭テクノセンター
や大学との連携による情報・技術交流及び異業種間相
互交流を促進します。

工業基盤の整備

●基本事業の内容

伊達市の工業団地も交通アクセスが改善されたこと
から、伊達市への企業誘致を推進するため、長和工業
団地などの整備を計画的に促進します。

新規企業の誘致

●基本事業の内容

各種情報をもとに企業に対して立地の意向調査や訪
問などを行い、ものづくり産業※、情報産業等の誘致
を推進します。また、立地企業に対する各種支援制度
を充実させ、立地相談窓口の一本化など受け入れ体制
の整備も進めます。

地場産品の研究開発・販路拡大

●基本事業の内容

地場産品の製造や加工、販売業者や関係団体が一体
となった販売戦略・PR活動を展開するため、地域資
源を活用した新製品の研究開発、販路拡大、PR活動
の強化などを進めます。

地場産業の育成強化

●基本事業の内容

地場企業の福利厚生・人材育成の観点から、退職金
制度の充実や地場企業の研修及び職業能力開発などに
よる人材育成を促進することにより、地場企業の育成
強化を図ります。

基本事業 010501

基本事業 010502
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活力ある工業・地場産業の振興施策 0105

基本事業 010503

s重点「食」基本事業 010504

基本事業 010505

●ものづくり産業

地域にある資源と地域の特性や潜在力を活かし、より付加価値の
高い製品を製造して地域の経済活動を活性化させる産業です。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

伊達市は自然環境や歴史など豊富な観光資源に恵ま
れていますが、その有効活用が大きな課題となってい
ます。また、近年の観光ニーズである参加・体験型観
光※、健康志向に有効活用するため、農水産物などの
食を新たな観光資源として見直し、これらを有機的に
結びつけることが求められています。

施策の目標

周辺市町と連携した周遊ルートの設定など広域観光
を推進するとともに、「北の湘南」と言われる恵まれ
た気象条件や自然資源、歴史的人文資源、農水産資源
など、地域の特性を活かした体験型の観光地づくりを
進めます。また、観光ボランティア※などの人材育成
にも努めます。

観光資源の整備

●基本事業の内容

地域の特性を活かした参加・体験型の観光づくりを
行うため、地域資源を活かした観光施設の点検整備を
進めるとともに、自然や温泉、歴史を活かした観光と
農業などの産業を活用した体験型観光を推進し、観光
産業と広域観光の振興を図ります。

受入体制の整備

●基本事業の内容

観光客受入のためのソフト面の整備として、もてな
しの心をはじめ、観光ボランティア、地域リーダーの
育成支援、観光推進体制の充実、観光ＰＲの強化を行
い、観光客の受入体制の整備を促進します。

s重点「食」基本事業 010601

基本事業 010602
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地域の特性を活かした魅力ある観光基盤の形成施策 0106

●体験型観光

自然、アウトドアスポーツ、産業、文化などに旅行者自身が直接触
れたり、参加したりすることを目的とした観光です。
●観光ボランティア

地域への来訪者に対して、自分の居住している地域などを無料また
は廉価で案内、紹介する者の総称です。

用 語 解 説




